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   名古屋市水田農業ビジョン 

                       （平成 16 年 4 月 23 日制定） 

 

１ 名古屋市水田農業の改革の基本的な方向              

（１）名古屋市水田農業の特性 

   名古屋市在住の農家は、①農業振興地域内の農地、②市内のその他の農地及び 
  ③市外の農地において営農している。①については、低湿地が多く、現状のまま 
  では麦、大豆の生産は困難であり、水稲単作地帯となっている。全体的に土地改 
  良事業によるほ場整備が概ね終了しているので、市内の農業協同組合（以下「農 
  協」という。）による農作業の受託が進み、そのうち一部は、担い手等が農協か 
  らさらに委託を受けて、農作業を実施している。②については、農協に出荷して 
  いない農家による耕作が多く、③については、それぞれの地域と共同歩調をとり 
  ながらの農業が実施されている。 
 
（２）作物振興及び水田利用の将来方向 

  ア ①については、兼業化が進む一方で、水田以外の利用が困難な地域のため、 
   以下のような取組みを行う。 

（ア） 他の作物への転換が難しいため、計画的に作付け・出荷を行うことが

できる加工用米を積極的に推進し、生産調整を行う。 
（イ） トレーサビリティシステムの導入等による安全・安心な米づくりを実

施する。 
   （ウ） ５０ａ以上の畑地化により栽培されるトマトを本市における地域振興

作物として位置づける。 
（エ） 地産地消を推進するために市内学校給食に向けての米の出荷を行う。

また、野菜についても、地産地消の推進に向けての栽培を行う。 
  イ ②、③については、農家による自主的な生産調整を実施していく。 
 
（３）担い手の明確化と育成の将来方向 

   担い手としては、原則として認定農業者及び農事組合法人とする。認定農業者 
  は現在４名おり、３名が農業振興地域において、主として農協からの受託作業を 
  行っており、１名については直接農家からの受託作業を実施している。今後は、 
  本市の助成水田の受託作業の拡大を図る一方で、相続税の納税猶予制度などの問

題があるが、土地所有者の合意の上、担い手に対する土地利用集積への転換も促

進していく。 
   その上で、土地利用集積した水田については、担い手による自主的な生産調整 
  を実施することにより、経営の安定化を図る。 
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２ 具体的な目標                          

 

（１）作物作付計画                 （単位：ｈａ） 

作物名 現在の状況 平成 19 年

度の目標 
平成 20 年

度の目標

平成 21 年

度の目標 
平成 22 年

度の目標 
コシヒカリ １５８ １５０ １４０ １３５ １３０ 

 うち特別栽培米 （４） （１０） （２０） （３５） （５０） 
あいちのかおり ４２３ ４１５ ４１０ ４０５ ４００ 
 うち特別栽培米 （６） （１０） （２０） （４０） （６０） 

主

食

用

米 
その他 ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

米 

加工用米 ５５ ６２ ６３ ６４ ６５ 
トマト ２ ２ ２ ２ ２ 

環境保全型作物 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 
 ※ トマトは港区西茶屋３丁目、４丁目          特別栽培米の（ ）は内数 
 
（２）作物販売計画                  （単位：ｔ） 

作物名 現在の状況 平成 19 年

度の目標 
平成 20 年

度の目標

平成 21 年

度の目標 
平成 22 年

度の目標 
コシヒカリ ４２６ ３８０ ３３５ ２９０ ２５４ 

 うち特別栽培米 （４） （１０） （２０） （３５） （５０） 
あいちのかおり ４９３ ４７５ ４６０ ４４５ ４３０ 
 うち特別栽培米 （２８） （２５） （４０） （１１３） （１１３） 

主

食

用

米 
その他 ６ ５ ５ ５ ５ 

米 

加工用米 ２７１ ３１２ ３１６ ３２０ ３２４ 
トマト ４８０ ５００ ５００ ５００ ５００ 

環境保全型作物 ３ １５ ２１ ２７ ３３ 
特別栽培米の（ ）は内数 

 

（３）担い手の明確化・育成及び担い手への土地利用集積の目標 

  ア 担い手の明確化・育成の目標 

    次に掲げる者を、担い手として育成していく。 
   （ア）水田経営面積２０ｈａ以上の法人（予定者を含む） 
   （イ）水田経営面積４ｈａ以上の個人 
   （ウ）水田経営面積４ｈａ以上を目標とする認定農業者 
   （エ）本市の助成水田を６０ｈａ以上（耕起・代かき、田植え、収穫の合計）

作業受託する認定農業者 
  イ 担い手への土地利用集積の目標（作業受委託を含む） 
    平成２０年度までに２２０ｈａ、平成２２年度までに２４０ｈａとする。 



 - 3 -

３ 名古屋市水田農業ビジョン実現のための手段            

（１）水田農業構造改革交付金（産地づくり対策）の活用方法 

事   業   名 交 付 先 交付額 
名古屋市水田農業推進協議会運営経費 協議会 必要経費以内 
加工用米の出荷促進補助 2,000 円以内／俵 
加工用米以外の生産調整に対する交付  

地域振興作物（作付計画に基づく） 30,000 円以内／10ａ 

環境保全型作物 30,000 円以内／10ａ 

その他の作物（麦、大豆、飼料作物、 
  野菜類、果樹類、景観形成作物、 
  地力増進作物） 

12,000 円以内／10ａ 

 

青刈り・水張り水田 
 （管理良好なものに限る） 

農 家 
(法人も含む) 

  5,000 円以内／10ａ 

本市の助成水田を６０ｈａ以上作業受託す

る担い手への奨励金  40,000 円以内／年 

名古屋市水田農業ビジョンに位置づけた担

い手が、農地法第３条許可または利用権設定

により経営規模を拡大した場合の奨励金 

担い手 
 12,000 円以内／10ａ 

  ア 農家、担い手への交付の場合は、生産調整達成者で、集荷円滑化対策への拠出(生産 

確定数量がゼロの場合は拠出不要)が交付要件となる。 

  イ 地域振興作物とは、平成１６年以降に５０ａ以上の畑地化により栽培されたものと

する。 

ウ 環境保全型作物とは、エコファーマーが栽培した認定作物とする。 

  エ 面積助成につい ては、耕地ごとの面積に０．１ａ未満の端数があるときは、四捨五 

入の方法により耕地ごとに端数を整理したうえで交付金を算出する。 

 

（２）稲作構造改革促進交付金の活用方法 

事   業   名 交 付 先 交付額 
稲作構造改革促進事業 
（米価下落の際の補てん） 

農 家 
(法人も含む) 

4,500 円以内／10ａ 

  ア 生産調整達成者でかつ集荷円滑化対策への拠出が交付要件となる。 ただし、品目

横断的経営安定対策の加入者は除く。 

  イ 面積助成については、耕地ごとの面積に０．１ａ未満の端数があるときは、四捨五 

入の方法により耕地ごとに端数を整理したうえで交付金を算出する。 

 

（３）その他の事業の活用  
   集荷円滑化対策   加入は任意とする。 
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４ 担い手の明確化                         

省略 
 

５ 配分方法                            

（１）基準単収の設定について 

ア 前年度の名古屋市が定める水稲共済単収を適用する。 
 ただし、基準となるふるい目の変更に伴う補正をおこない、小数点以下を 

切り捨てる。 

イ 平成１９年産米の基準単収は ５０８㎏／１０ａとする。 

 
（２）生産数量目標の配分方針について 

   生産調整方針作成者は農業者個々の対象水田面積に均等配分する。 

   なお、必要に応じて生産調整方針作成者は、配分の調整を行うことができる。 
 

６ 施行日                             
   附 則 
平成１６年４月２３日から施行する。 
  附 則 

 平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 
 平成１７年４月１８日から施行する。 

附 則 
 平成１８年１月３０日から施行する。 

附 則 
 平成１９年２月１日から施行する。 

附 則 
 平成１９年４月２３日から施行する。 


